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○吉野川市政務活動費の経理に関する規程 
平成１７年６月３０日 

議会訓令第１号 
改正　平成１９年３月１日議会訓令第１号 
平成２０年９月２５日議会訓令第１号 
平成２４年１２月１７日議会訓令第１号 

令和４年４月１日議会訓令第１号 
（趣旨） 
第１条　この訓令は、吉野川市議会政務活動費の交付に関する条例（平成１７年吉野川市条例第

１７号。以下「条例」という。）に基づき、市長から交付された政務活動費の経理に関し、必

要な事項を定めるものとする。 
（支出手続等） 
第２条　条例第２条に定める会派（以下「会派」という。）の代表者は、政務活動費の支出につ

いて決定を行うとともに、政務活動費の適正な執行に努めなければならない。 
２　条例第６条に定める経理責任者（以下「経理責任者」という。）は、政務活動費の経理を掌

り、経理帳簿、領収書等の証拠書類を整理しなければならない。 
３　経理責任者は、支出決定者の決定を得て、政務活動費を支出しなければならない。 
４　経理責任者は、証拠書類を徴し得ないものの支出については、支出決定者の支払証明書を付

さなければならない。 
５　会派の代表者は、政務活動費の管理を行うための預金口座を設けなければならない。 
（調査等出張の届出） 
第３条　会派の代表者は、当該会派の所属議員を、調査研究活動並びに研究会及び研修会への参

加のために市域外へ宿泊を伴う出張をさせる場合は、調査・研修出張届出書（様式第１号）を

議長に提出するものとする。 
２　前項に規定する調査・研修出張届出書の内容に変更を生じたとき、又は当該出張を中止した

ときは、調査・研修出張（変更・中止）届出書（様式第２号）を議長に提出するものとする。 
（広報紙発行の届出） 
第４条　会派の代表者は、広報紙（条例第５条に規定する政務活動費を充てることができる経費

に該当するものに限る。）を発行しようとする場合は、広報紙発行届出書（様式第３号）を議

長に提出するものとする。 
（出張旅費の額等） 
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第５条　第３条に規定する出張に要する旅費の額は、吉野川市議会議員の議員報酬、費用弁償及

び期末手当に関する条例（平成１６年吉野川市条例第４７号）の基準を超えないものとする。 
（議長への報告及び検査等） 
第６条　会派の代表者は、条例第７条第１項に規定する収支報告書（以下「収支報告書」という。）

の提出と同時に、条例別表に掲げる市政に関する調査研究に要する経費の項目ごとに、次に掲

げる書類を議長に提出しなければならない。 

２　議長は、収支報告書及び前項に規定する書類の内容について、会派の代表者及び経理責任者

から説明を求めることができる。 
３　議長は、収支報告書の内容に疑義があると認めるときは、会派の代表者に対し、収支報告書

の修正を求めることができる。 
４　議長は、収支報告書の写し及び第１項の規定により提出された書類の写しを市長に送付する

ものとする。 
（備品の管理） 
第７条　経理責任者は、政務活動費で購入した備品を備品台帳（様式第１５号）に搭載して適正

に管理しなければならない。 
２　会派が解散したとき（所属議員が１人の会派の議員が辞職したときを含む。）は、議長が前

項の備品を管理するものとする。 
（委任） 
第８条　この訓令に定めるもののほか、政務活動費の経理に関し必要な事項は、議長が定める。 

 
項目 書類

 
調査研究費 調査研究費支出一覧（様式第４号） 

研修会等（実施・参加）報告書（様式第５号）
 

調査旅費 調査旅費支出一覧（様式第６号） 
調査報告書（様式第７号）

 
資料作成費 資料作成費支出一覧（様式第８号） 

資料作成経費内訳書（様式第９号）
 

資料購入費 資料購入費支出一覧（様式第１０号）
 

広報費 広報費支出一覧（様式第１１号） 
広報費経費内訳書（様式第１２号）

 
会議費 会議費支出一覧（様式第１３号） 

会議報告書（様式第１４号）
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附　則 
この訓令は、平成１７年６月３０日から施行する。 
附　則（平成１９年３月１日議会訓令第１号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 
附　則（平成２０年９月２５日議会訓令第１号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 
附　則（平成２４年１２月１７日議会訓令第１号） 

この訓令は、地方自治法の一部を改正する法律（平成２４年法律第７２号）附則第１条ただし

書の政令で定める日から施行する。 
附　則（令和４年４月１日議会訓令第１号） 

この訓令は、令和４年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第３条関係） 
様式第２号（第３条関係） 
様式第３号（第４条関係） 
様式第４号（第６条関係） 
様式第５号（第６条関係） 
様式第６号（第６条関係） 
様式第７号（第６条関係） 
様式第８号（第６条関係） 
様式第９号（第６条関係） 
様式第１０号（第６条関係） 
様式第１１号（第６条関係） 
様式第１２号（第６条関係） 
様式第１３号（第６条関係） 
様式第１４号（第６条関係） 
様式第１５号（第７条関係） 


